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      令和８年度  小 樽 市 一 般 会 計 予 算 

 

 

   令和８年度小樽市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 

   （歳入歳出予算） 

 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ68,094,729千円と定める。 

 

  ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予 

 

   算」による。 

 

   （債務負担行為） 

 

  第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができ 

 

   る事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 

   （市債） 

 

  第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる市債の起債 

 

   の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 市債」による。 

 

   （一時借入金） 

 

  第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高 

 

   額は、25,000,000千円と定める。 
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 第１表  歳 入 歳 出 予 算 

 歳 入 
 

款 項 金 額 

 
 １ 市 税 

 
 
 １ 市 民 税 
 ２ 固 定 資 産 税 
 ３ 軽 自 動 車 税 
 ４ た ば こ 税 
５ 特 別 土 地 保 有 税 
６ 入 湯 税 
 ７ 都 市 計 画 税 
８ 宿 泊 税 

千円 
15,284,300  
5,840,800  
6,829,000  
221,300  

1,008,000  
       100  

61,100  
1,123,000  
 201,000  

 ２ 地 方 譲 与 税  
 １ 地 方 揮 発 油 譲 与 税 
 ２ 自 動 車 重 量 譲 与 税 
 ３ 地 方 道 路 譲 与 税 
 ４ 森 林 環 境 譲 与 税 
５ 特 別 と ん 譲 与 税 

 

328,001  
58,000  
235,000  

1  
22,000  
13,000  

 ３ 利 子 割 交 付 金  
 １ 利 子 割 交 付 金 

48,000  
48,000  

 ４ 配 当 割 交 付 金  
 １ 配 当 割 交 付 金 

52,000  
52,000  

 ５ 株式等譲渡所得割交付金  
 １ 株式等譲渡所得割交付金 

79,000  
79,000  

６ 法 人 事 業 税 交 付 金  
 １ 法 人 事 業 税 交 付 金 

277,000  
277,000  

 ７ 地 方 消 費 税 交 付 金  
 １ 地 方 消 費 税 交 付 金 

3,404,000  
3,404,000  

 ８ ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金  
 １ ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 

40,000  
40,000  

 ９ 自 動 車 取 得 税 交 付 金  
 １ 自 動 車 取 得 税 交 付 金 

1  
1  

 10 環 境 性 能 割 交 付 金  
 １ 環 境 性 能 割 交 付 金 

1  
1  

 11 国 有 提 供 施 設 等 所 在 
   市 町 村 助 成 交 付 金 

 
 
 １ 国 有 提 供 施 設 等 所 在 
   市 町 村 助 成 交 付 金 

376  
 

376  

 12 地 方 特 例 交 付 金  
 １  地 方 特 例 交 付 金 

115,153  
115,153  

 13 地 方 交 付 税  
 １  地 方 交 付 税 

16,215,000  
16,215,000  

 
 
 

 

款 項 金 額 

 
 14 交通安全対策特別交付金 

 
 
 １ 交通安全対策特別交付金 

千円 
12,000  
12,000  

 15  分 担 金 及 び 負 担 金  
 １ 負 担 金 

104,149  
104,149  

 16  使 用 料 及 び 手 数 料  
 １ 使 用 料 
 ２ 手 数 料 

1,352,712  
998,064  
354,648  

 17  国 庫 支 出 金  
 １ 国 庫 負 担 金 
 ２ 国 庫 補 助 金 
 ３ 国 庫 委 託 金 

13,978,582  
10,823,154  
3,129,681  

25,747  

 18  道 支 出 金  
 １ 道 負 担 金 
 ２ 道 補 助 金 
 ３ 道 委 託 金 

4,410,655  
3,540,121  
682,731  
187,803  

 19  財 産 収 入  
 １ 財 産 運 用 収 入 
 ２ 財 産 売 払 収 入 

148,059  
112,668  
35,391  

 20  寄 附 金  
 １ 寄 附 金 

1,256,000  
1,256,000  

 21  繰 入 金  
１ 特 別 会 計 繰 入 金 

 ２ 基 金 繰 入 金 

3,132,753  
34,727  

3,098,026  

 22  繰 越 金  
 １ 繰 越 金 

1  
1  

 23  諸 収 入  
 １ 延滞金、加算金及び過料 
 ２ 預 金 利 子 
 ３ 貸 付 金 元 利 収 入 
 ４ 雑 入 

1,629,386  
11,000  
2,240  

816,167  
799,979  

 24  市 債  
 １ 市 債 

6,227,600  
6,227,600  

歳 入 合 計 68,094,729  
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 歳 出 
 

款 項 金 額 

 
 １ 議 会 費 

 
 
 １ 議 会 費 

千円 
244,650  
244,650  

 ２ 総 務 費  
 １ 総 務 管 理 費 
 ２ 徴 税 費 
 ３ 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 
 ４ 選 挙 費 
 ５ 統 計 調 査 費 
 ６ 監 査 委 員 費 

5,337,621  
4,953,598  
109,438  
131,038  
129,136  
10,408  
4,003  

 ３ 民 生 費  
 １ 社 会 福 祉 費 
 ２ 児 童 福 祉 費 
 ３ 生 活 保 護 費 
 ４ 国 民 年 金 費 
 ５ 民 生 施 設 費 

27,879,163  
14,648,397  
6,100,029  
6,677,325  

6,458  
446,954  

 ４ 衛 生 費  
 １ 保 健 衛 生 費 
 ２ 保 健 所 費 
 ３ 清 掃 費 

7,199,824  
2,727,437  
693,315  

3,779,072  

 ５ 労 働 費  
 １ 労 働 諸 費 

62,033  
62,033  

 ６ 農 林 水 産 業 費  
 １ 農 林 業 費 
 ２ 水 産 業 費 

164,684  
151,854  
12,830  

 ７ 商 工 費  
 １ 商 工 費 

1,402,073  
1,402,073  

 ８ 土 木 費  
 １ 土 木 総 務 費 
 ２ 道 路 橋 り ょ う 費 
 ３ 河 川 費 
４ 都 市 計 画 費 

 ５ 住 宅 費 
 ６ 港 湾 費 

8,599,960  
95,653  

3,539,323  
126,398  

1,639,977  
1,567,042  
1,631,567  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
  

款 項 金 額 

 
 ９ 消 防 費 

 
 
 １ 消 防 費 

千円 
338,776  
338,776  

 10  教 育 費  
 １ 教 育 総 務 費 
 ２ 小 学 校 費 
 ３ 中 学 校 費 
 ４ 学 校 給 食 費 
 ５ 社 会 教 育 費 
 ６ 社 会 体 育 費 

2,942,947  
135,447  
840,089  
711,894  
639,599  
344,900  
271,018  

 11 公 債 費  
 １ 公 債 費 

4,631,309  
4,631,309  

 12  諸 支 出 金  
 １ 特 別 会 計 償 還 金 
 ２ 財 政 調 整 基 金 費 
３ 減 債 基 金 費 
 ４ 基 金 償 還 金 

72,628  
42,623  
20,297  
1,985  
7,723  

 13  職 員 給 与 費  
 １ 職 員 給 与 費 

9,189,061  
9,189,061  

 14 予 備 費  
 １ 予 備 費 

30,000  
30,000  

歳 出 合 計 68,094,729  
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 第２表  債 務 負 担 行 為 
 

事 項 期 間 限 度 額 

 

会 議 録 作 成 委 託 料 

 

例 規 シ ス テ ム 整 備 事 業 費 

 

 

情 報 化 推 進 事 業 費 

（ エ ン ド ポ イ ン ト 対 策 ラ イ セ ン ス ） 

 

情 報 化 推 進 事 業 費 

（ 内 部 情 報 系 基 盤 機 器 更 改 ） 

 

行 政 情 報 シ ス テ ム 整 備 事 業 費 

（ 次 期 財 務 会 計 ・ 人 事 給 与 

 シ ス テ ム 等 構 築 経 費 ） 

 

コ ミ ュ ニ テ ィ バ ス 運 行 事 業 費 

 

総 合 公 園 再 整 備 事 業 費 （ 小 樽 公 園 ） 

 

バ リ ア フ リ ー 等 住 宅 改 造 資 金 負 担 金 

 

 

ク ラ ウ ド 型 電 話 交 換 機 整 備 事 業 費 

（ ク ラ ウ ド 型 電 話 交 換 機 等 使 用 料 ） 

（ 小 学 校 費 ） 

 

ク ラ ウ ド 型 電 話 交 換 機 整 備 事 業 費 

（ ク ラ ウ ド 型 電 話 交 換 機 等 使 用 料 ） 

（ 中 学 校 費 ） 

 

 

 

令 和 ９ 年 度 

 

令 和 ９ 年 度 か ら 

令 和 13年 度 ま で 

 

令 和 ９ 年 度 

 

 

令 和 ９ 年 度 か ら 

令 和 13年 度 ま で 

 

令 和 ９ 年 度 

 

 

 

令 和 ９ 年 度 

 

令 和 ９ 年 度 

 

令 和 ９ 年 度 か ら 

令 和 23年 度 ま で 

 

令 和 ９ 年 度 か ら 

令 和 14年 度 ま で 

 

 

令 和 ９ 年 度 か ら 

令 和 14年 度 まで 

 

千円 

1,078  

 

13,528  

 

 

18  

 

 

87,557  

 

 

118,766  

 

 

 

35,068  

 

598,000  

 

768  

  

 

29,233  

 

 

 

 19,492  
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 第３表  市 債 
 

起 債 の 目 的 限度額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法 

 
庁 舎 等 施 設 整 備 事 業 費 

 
新 幹 線 整 備 事 業 費 

 
防 災 対 策 事 業 費 

 
地 上 デ ジ タ ル 放 送 送 受 信 
環 境 整 備 事 業 費 

 
町内会館等建設助成事業費 

 
過 疎 地 域 持 続 的 発 展 
特 別 事 業 費 

 
民 間 保 育 施 設 等 
整 備 支 援 事 業 費 

 
社会福祉施設等整備事業費 

 
民 生 施 設 整 備 事 業 費 

 
環 境 衛 生 施 設 整 備 事 業 費 

 
火 葬 場 整 備 事 業 費 

 
墓 地 整 備 事 業 費 

 
出 資 金 債 

 
北 し り べ し 廃 棄 物 処 理 
広 域 連 合 負 担 事 業 費 

 
廃棄物処理施設整備事業費 

 
運 河 周 辺 地 区 環 境 
整 備 事 業 費 

 
道 路 新 設 改 良 事 業 費 

 
建 設 機 械 整 備 事 業 費 

 
河 川 整 備 事 業 費 

 
都 市 計 画 事 業 費 

 

千円 
36,400 

 
164,800 

 
28,500 

 
14,600 

 
 

800 
 

91,800 
 
 

2,000 
 
 

31,900 
 

260,500 
 

5,600 
 

89,000 
 

8,200 
 

8,600 
 

2,227,800 
 
 

9,300 
 

15,000 
 
 

672,510 
 

51,100 
 

126,200 
 

85,800 
 

 
普 通 貸 借 
又 は 

登 録 公 債 

％ 
10.0 
以内 

 
1 起債年度から据置 
期間を含め、30年以 
内に借入先が定める 
償還年次表により償 
還する。 
 
 
2 事業又は財政その 
他の都合により、起 
債金額の全部又は一 
部を翌年度に繰延借 
入れをすることがで 
きる。 
 
 
3 財政の都合等によ 
り繰上償還又は借換 
えをすることができ 
る。 
 
 
4 利率見直し方式で 
借り入れる資金につ 
いて、利率の見直し 
があった場合は、当 
該見直し後の利率と 
する。 

 

 

 

 

 

起 債 の 目 的 限度額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法 

 
都 市 計 画 事 業 費 

 
市 営 住 宅 整 備 事 業 費 

 
港 湾 事 業 費 

 
消 防 施 設 整 備 事 業 費 

 
義 務 教 育 施 設 整 備 事 業 費 

 
社 会 教 育 施 設 整 備 事 業 費 

 
総合体育館施設整備事業費 

 
 

千円 
364,100 

 
855,900 

 
558,090 

 
43,200 

 
492,800 

 
12,700 

 
56,200 
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      令和８年度  小 樽 市 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計 予 算 

 

 

   令和８年度小樽市の港湾整備事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 

   （歳入歳出予算） 

 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ649,992千円と定める。 

 

  ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予 

 

   算」による。 

 

   （債務負担行為） 

 

  第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができ 

 

   る事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 

   （市債） 

 

  第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる市債の起債 

 

   の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 市債」による。 
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第１表  歳 入 歳 出 予 算 

 歳 入 
 

款 項 金 額 

 

 １ 使 用 料 及 び 手 数 料 

 

 

 １ 使 用 料 

       千円 

       350,959 
       350,959 

 ２ 繰 入 金  

 １  一 般 会 計 繰 入 金 

         106,541 

         106,541 

 ３ 諸 収 入  

 １ 雑 入 

      11,992 

      11,992 

 ４ 市 債  

 １ 市 債 

     180,500 

     180,500 

 

    歳 入 合 計 

 

     649,992 

 
 

 

 歳 出 
 

款 項 金 額 

 

 １ 港 湾 整 備 事 業 費 

 

 

 １ 港 湾 整 備 事 業 費 

       千円 

       331,915 

     331,915 

 ２ 公 債 費  

 １ 公 債 費 

     317,977 
     317,977 

 ３ 予 備 費  

 １ 予 備 費 

           100 

       100 

 

    歳 出 合 計 

 

       649,992 

 

 

第２表  債 務 負 担 行 為 

 

 

事 項 期 間 限 度 額 

 

ひ き 船 関 係 経 費 

（ひき船中間検査業務等委託料） 

 

令 和 ９ 年 度 

 

 

千円 

38,302  

 

 

  
 
 

 第３表  市  債 

 
 

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利率 償  還  の  方  法 

 

上 屋 整 備 事 業 費 

 

 

ふ 頭 用 地 整 備 事 業 費 

 

 

資 本 費 平 準 化 債 
 
 
 
 
 

千円 

34,000 

 

 

56,600 

 

 

89,900 

 

普 通 貸 借

又 は 

登 録 公 債 

％  

10.0  

以内  

 

1 起債年度から据置 
期間を含め、40年以 
内に借入先が定める 
償還年次表により償 
還する。 

 

 

2 事業又は財政その 
他の都合により、起 
債金額の全部又は一 
部を翌年度に繰延借 
入れをすることがで 
きる。 

 
 

3 財政の都合等によ 
り繰上償還又は借換 
えをすることができ 
る。 

 

 

4 利率見直し方式で 
借り入れる資金につ 
いて、利率の見直し 
があった場合は、当 
該見直し後の利率と 
する。 
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      令和８年度  小樽市水産物卸売市場事業特別会計予算 

 

 

   令和８年度小樽市の水産物卸売市場事業特別会計の予算は、次に定めるところに 

 

  よる。 

 

    

  １ 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ42,101千円と定める。 

 

  ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「別表 歳入歳出予算」 

 

による。 

 

    

 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 別表  歳 入 歳 出 予 算 

 歳 入 
 

款 項 金 額 

 

 １ 使 用 料 及 び 手 数 料 

 

 

 １ 使 用 料 

       千円 

      20,208 

      20,208 

 ２  繰 入 金  

 １ 一 般 会 計 繰 入 金 

       6,831 

       6,831 

 ３ 諸 収 入  

 １ 雑 入 

          15,062 

          15,062 

 

    歳 入 合 計 

 

      42,101 

 

 

 歳 出 
 

款 項 金 額 

 

 １ 管 理 費 

 

 

 １ 管 理 費 

       千円 

       42,051 

       42,051 

 ２ 予 備 費  

 １ 予 備 費 

        50 

        50 

   歳 出 合 計      42,101 
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      令和８年度  小樽市国民健康保険事業特別会計予算  

 

 

   令和８年度小樽市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによ 

 

  る。 

 

 

  １ 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ12,196,148千円と定める。  

 

  ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「別表 歳入歳出予算」 

 

   による。 
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 別表  歳 入 歳 出 予 算 

 歳 入 
 

款 項 金 額 

 

 １ 国 民 健 康 保 険 料 

 

 

 １ 国 民 健 康 保 険 料 

       千円 

    1,532,552 

    1,532,552 

 ２ 国 庫 支 出 金  

 １ 国 庫 補 助 金 

  

       1,668 

         1,668 

 ３ 道 支 出 金  

 １ 道 補 助 金 

  

     9,447,039 

     9,447,039 

 ４ 財 産 収 入  

 １ 財 産 運 用 収 入 

      1,831 

      1,831 

 ５ 繰 入 金  

 １ 一 般 会 計 繰 入 金 
２ 基 金 繰 入 金 

    1,208,058 

    1,176,068 
      31,990 

 ６ 諸 収 入  

 １ 延滞金、加算金及び過料 

 ２ 雑 入 

        5,000 

        500 

       4,500 

   

   

    歳 入 合 計     12,196,148 

 

 

 

歳 出 

款 項 金 額 

 

 １ 総 務 費 

 

 

 １ 総 務 管 理 費 

       千円 

         391,141 

     391,141 

 ２ 保 険 給 付 費  

 １ 療 養 諸 費 

 ２ 出 産 育 児 等 諸 費 

     9,249,971 

    9,223,876 

       26,095 

 ３  国 民 健 康 保 険 事 業 費 
     納 付 金 

 
 
 １  国 民 健 康 保 険 事 業 費 
     納 付 金 

       2,544,705 
       
       2,544,705 

 ４ 基 金 積 立 金  

 １ 基 金 積 立 金 

          1,831 

         1,831 

 ５ 諸 支 出 金  

 １ 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 

 

 

      7,500 

      7,500 

 ６ 予 備 費  

 １ 予 備 費 

      1,000 

      1,000 

 
  

    歳 出 合 計     12,196,148 
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      令和８年度  小 樽 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 

 

 

   令和８年度小樽市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 

  １ 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ15,694,838千円と定める。 

 

  ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「別表 歳入歳出予算」 

 

   による。 
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 別表  歳 入 歳 出 予 算  

 歳 入 
 

款 項 金 額 

 

 １ 保 険 料 

 

 

 １ 介 護 保 険 料 

       千円 

    2,558,878 

    2,558,878 

 ２ 国 庫 支 出 金  

 １ 国 庫 負 担 金 

 ２ 国 庫 補 助 金 

    4,195,785 

     2,711,594 

    1,484,191 

 ３ 支 払 基 金 交 付 金  

 １ 支 払 基 金 交 付 金 

    4,122,443 

    4,122,443 

 ４ 道 支 出 金  

 １ 道 負 担 金 

 ２  道 補 助 金 

    2,151,863 

    2,070,232 

       81,631 

 ５ 財 産 収 入  

 １ 財 産 運 用 収 入 

        9,105 

        9,105 

 ６ 繰 入 金  

 １ 一 般 会 計 繰 入 金 

２ 基 金 繰 入 金 

    2,656,564 

    2,438,696 

     217,868 

 ７ 諸 収 入  

 １ 延滞金、加算金及び過料 

 ２ 雑 入 

         200 

        100 

       100 

   

  

 

 

 

    歳 入 合 計 

 

    15,694,838 
 

 

 

 

 歳 出 
 

款 項 金 額 

 

 １ 総 務 費 

 

 

 １ 総 務 管 理 費 

 ２  徴 収 費 

 ３ 介 護 認 定 審 査 会 費 

 ４ 趣 旨 普 及 費 

       千円 

315,966 

167,305 

          16,221 

         131,940 

            500 

 ２ 保 険 給 付 費  

 １ 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 

 ２ 介護予防サービス等諸費 

 ３ 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 
４ そ の 他 諸 費 

    14,713,311 

    14,032,790 

         225,212 

         439,952 
          15,357 

 ３ 地 域 支 援 事 業 費  

 １ 包 括 的 支 援 事 業 

    ・ 任 意 事 業 費 
２ 介 護 予 防 ・ 生 活 

    支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 
３ 一 般 介 護 予 防 事 業 費 

 ４ そ の 他 諸 費 

      615,629 

          69,310 
 
     529,199 
  

15,032 
      2,088 

 ４  基 金 積 立 金  

 １ 基 金 積 立 金 

           9,105 

           9,105 

５  諸 支 出 金  

 １ 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 
２ 他 会 計 繰 出 金 

          39,827 
           5,100 
          34,727 

６ 予 備 費  

 １ 予 備 費 
 

      1,000 

      1,000 

 

    歳 出 合 計 

 

    15,694,838 
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     令和８年度  小樽市後期高齢者医療事業特別会計予算 

 

 

   令和８年度小樽市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところに 

 

  よる。 

 

 

  １ 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,966,604千円と定める。 

 

  ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「別表 歳入歳出予算」 

 

   による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 別表  歳 入 歳 出 予 算 

 歳 入 
 

款 項 金 額 

 
 １  後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 

 

 

 １  後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 

       千円 

       2,088,214 
       2,088,214 

 ２  繰 入 金  

 １  一 般 会 計 繰 入 金 

         876,159 

         876,159 

 ３  諸 収 入  

１ 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 
 ２ 延滞金、加算金及び過料 
 ３ 雑 入 

           2,231 
      2,000 
         10 
       221 

    歳 入 合 計     2,966,604 

 

 歳 出 
 

款 項 金 額 

 
 １ 総 務 費 

 

 

 １  総 務 管 理 費 

 ２  徴 収 費 

       千円 

       65,464 

          54,510 

          10,954 

 ２  後期高齢者医療広域連合 
     納 付 金 

 
 
 １  後期高齢者医療広域連合 
     納 付 金 

       2,898,640 
 
       2,898,640 

 ３  諸 支 出 金  

 １  償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 

          2,000 

          2,000 

４  予 備 費  

 １  予 備 費 

            500 

            500 

   歳 出 合 計     2,966,604 
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令和８年度 小 樽 市 病 院 事 業 会 計 予 算 

 

  （総 則） 

 

  第１条 令和８年度病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

  （業務の予定量） 

 

  第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 

⑴   病 床 数                     388 床 

 

⑵   年 間 入 院 患 者 数                      117,895 人 

 

⑶   年 間 外 来 患 者 数                      187,200 人 

 

⑷   一日平均入院患者数                       323 人 

 

⑸   一日平均外来患者数                        780 人 

 

⑹   主な建設改良事業の概要 

 

    イ 医療機器等購入費                120,000 千円 

 

    ロ 施設改良工事費                 154,000 千円 

     

    ハ 看護職員確保対策事業費             3,365 千円  

  

   （収益的収入及び支出） 

 

  第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。なお、運 

 

転資金に充てるため、経営改善推進事業債 2,370,000 千円を借り入れる。 

 

 

 

収     入 

 

第１款 病院事業収益                13,742,215 千円 

 

第１項 医 業 収 益              12,026,504 千円 

 

第２項 医 業 外 収 益             1,438,627 千円 

 

第３項 附 帯 事 業 収 益               123,583 千円 

 

第４項 特 別 利 益                153,501 千円 

 

支     出 

 

第１款 病院事業費用               14,864,315 千円 

 

第１項 医 業 費 用             14,244,592 千円 

 

第２項 医 業 外 費 用               482,750 千円 

 

第３項 附 帯 事 業 費 用              131,173 千円 

 

第４項 特 別 損 失                5,800 千円 

 

  （資本的収入及び支出） 

 

  第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的 

 

  収入額が資本的支出額に対し不足する額 418,545 千円は、経営改善推進 

 

事業債で補塡するものとする。）。 

  

収     入 

 

第１款 資本的収入                       829,793 千円 

 

第１項 企 業 債                    274,000 千円 
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第２項 他 会 計 負 担 金                 553,683 千円 

 

第３項 他 会 計 補 助 金                 2,066 千円 

 

第４項 基 金 収 入                44 千円 

 

支     出 

 

   第１款 資本的支出                   1,248,338 千円 

 

    第１項 建 設 改 良 費                277,365 千円 

 

    第２項 企 業 債 償 還 金                 950,769 千円 

 

    第３項 長 期 貸 付 金                 20,160 千円 

 

    第４項 積 立 金                   44 千円 

 

    （企業債） 

 

  第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次の 

 

   とおりと定める。 

 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法 

 

医療機器等 

整備事業費 

 

 

施設改良 

整備事業費 

 

 

経営改善 

推進事業債 

千円 

120,000 

 

 

 

 154,000 

 

 

 

2,370,000 

 

 

普通貸借 

又は 

登録公債 

 

 

 

 

 

 

 

％ 

10.0 

以内 

 

1 令和９年度から据置期間を

含め30年以内に毎年元利均

等その他の方法により償還す

る。ただし、財政上の都合等

により定額以上を償還し、又

は本期間中に未償還額の範

囲内において借換えをするこ

とができる。 

 

２ 利率見直し方式で借り入

  

 

 

 

れる資金について、利率の見

直しがあった場合は、当該見 

    見直し後の利率とする。 

   

   （一時借入金） 

 

  第６条 一時借入金の限度額は、4,000,000 千円と定める。 

 

   （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

 

  第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次 

 

  のとおりと定める。 

 

  ⑴ 医業費用（給与費）及び附帯事業費用（給与費）の予定支出に不足 

 

  が生じた場合、相互に流用することができる。 

 

  ⑵ 医業費用（材料費及び経費）の予定支出に不足が生じた場合、医業 

 

  外費用から流用することができる。 

 

  ⑶ 医業外費用（消費税及び地方消費税）の予定支出に不足が生じた場 

 

  合、各項から流用することができる。 

 

  （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

 

  第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費 

 

  の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合 

 

  は、議会の議決を経なければならない。 

 

⑴   職 員 給 与 費                     7,251,230 千円 
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⑵   交 際 費                         500 千円 

 

（他会計からの補助金） 

 

  第９条 病院事業の補助のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける 

    

金額は、275,020 千円である。 

 

 （たな卸資産購入限度額） 

 

  第１０条 たな卸資産の購入限度額は、4,000,531 千円と定める。 

 

   （重要な資産の取得） 

 

  第１１条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。 

 

種  類 名  称 数 量 

 

医療機器 

  

 

Ⅹ線ＴＶシステム 

 

 

一式 
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            令和８年度  小 樽 市 水 道 事 業 会 計 予 算                 

 

 

   （総 則） 

 

  第１条 令和８年度水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

   （業務の予定量） 

 

  第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 

⑴  給 水 世 帯 数                       58,800 世帯 

 

⑵  年 間 総 給 水 量                       13,600 千㎥ 

 

⑶  一日平均給水量                       37,260 ㎥ 

 

    ⑷ 主要な建設改良事業の概要 

 

    イ 配 水 管 整 備 事 業 

 

       事 業 費                      390,458 千円 

 

       事 業 概 要      市内一円配水管整備 

 

    ロ 改 良 事 業 

 

       事 業 費                     1,182,395 千円 

 

       事 業 概 要      豊倉浄水場建築改修（耐震補強）工事 ほか 

 

    ハ 導 ・ 送 水 管 整 備 事 業 

 

 事 業 費                      189,687 千円 

 

 事 業 概 要      天神導水管布設その２工事 ほか 

 

 

  

（収益的収入及び支出） 

 

  第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

                            収 入        

 

   第１款 水 道 事 業 収 益                     2,804,439 千円 

 

    第１項 営 業 収 益            2,550,366 千円 

                                                                     

     第２項 営 業 外 収 益             253,973 千円 

                                                                       

    第３項 特 別 利 益               100 千円 

                                                                      

                     支 出                                   

                                                                      

   第１款 水 道 事 業 費 用                     2,739,345 千円  

                                                                      

    第１項 営 業 費 用            2,529,422 千円  

                                                                      

    第２項 営 業 外 費 用             198,823 千円  

                                                                      

    第３項 特 別 損 失              1,100 千円 

 

    第４項 予 備 費             10,000 千円 

 

（資本的収入及び支出）           

 

  第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収 

 

      入額が資本的支出額に対し不足する額 1,189,708 千円は、当年度分消費 

 

税及び地方消費税資本的収支調整額 150,175 千円、減債積立金 106,370 

 

千円、過年度分損益勘定留保資金 933,163 千円で補塡するものとする。）。 
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                            収 入        

 

   第１款 資 本 的 収 入                     1,748,269 千円 

                                     

        第１項  企 業 債                       1,672,000 千円 

                                    

第２項 交 付 金                          66,256 千円 

 
        第３項 他 会 計 出 資 金                           8,665 千円 
 
        第４項 他 会 計 補 助 金                             348 千円 
 
        第５項 工 事 負 担 金                             900 千円 
 
        第６項 固 定 資 産 売 却 代                             100 千円 
 
                            支 出        
 
   第１款 資 本 的 支 出                     2,937,977 千円 
                                     
    第１項 建 設 改 良 費            1,841,921 千円 
                                     
    第２項 企 業 債 償 還 金            1,096,056 千円 

 
 
（債務負担行為） 

 
  第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次の 
 
      とおりと定める。 
 

事        項 期     間 限 度 額 

低区配水池場内整備事業費 令和９年度 
千円 

220,000 

 
 
 
 
 
 

   （企業債） 
 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次の 

 

とおりと定める。 

 

起 債 の 目 的        限 度 額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法         

       

上水道事業費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千円  

1,672,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 普通貸借 

  又は  

 登録公債 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ％ 

10.0 

以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 令和9年度から据置期

間を含め40年以内に毎

年元利均等その他の方

法により償還する。ただ

し、財政上の都合等によ

り定額以上を償還し、又

は本期間中に未償還額

の範囲内において借換

えをすることができる。 

 

2 利率見直し方式で借

り入れる資金について、

利率の見直しがあった

場合は、当該見直し後の

利率とする。 

      

 

（一時借入金） 

 

  第７条 一時借入金の限度額は、500,000 千円と定める。 

        

（予定支出の各項の経費の金額の流用）  

 

  第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次 

 

   のとおりと定める。 

 

⑴   消費税及び地方消費税に不足が生じた場合 
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（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

 

  第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費 

 

      の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合 

 

      は、議会の議決を経なければならない。 

 

⑴   職員給与費                                   500,268 千円   

                             

（他会計からの補助金） 

 

第１０条 水道事業の補助のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける 

 

 金額は、32,545 千円である。 

 

（たな卸資産購入限度額）         

 

第１１条 たな卸資産の購入限度額は、66,205 千円と定める。 
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令和８年度  小 樽 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算 

 

（総 則） 

 

第１条 令和８年度下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（業務の予定量） 

 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 

⑴ 排 水 戸 数                  58,000 戸 

 

⑵ 年間総排水量                  18,000 千㎥ 

 

⑶ 一日平均排水量                  49,315 ㎥ 

 

⑷ 主要な建設改良事業の概要 

 

イ 築 造 工 事 費 

 

事 業 費                 1,943,100 千円 

 

事業概要 汚水管整備 

中央処理区汚水管改築工事 ほか 

 

ポンプ場設備の更新 

船浜第１マンホールポンプ場 

機械・電気設備工事 ほか 

 

処理場設備の更新等 

中央下水終末処理場放流ポンプ棟 

建築工事 ほか 

 

（収益的収入及び支出） 

 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。なお、 

 

支払利息及び企業債取扱諸費の財源に充てるため、下水道事業債（特 

 

別措置分）2,200千円を借り入れる。 

 

収      入 

 

第１款 下 水 道 事 業 収 益 3,541,232 千円 

 

第１項 営 業 収 益 2,019,721 千円 

 

第２項 営 業 外 収 益 1,521,411 千円 

 

第３項 特 別 利 益 100 千円 

 

支      出 

 

第１款 下 水 道 事 業 費 用 3,857,282 千円 

 

第１項 営 業 費 用 3,743,930 千円 

 

第２項 営 業 外 費 用 107,252 千円 

 

第３項 特 別 損 失 1,100 千円 

 

第４項 予 備 費 5,000 千円 

 

（資本的収入及び支出） 

 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収 

 

入額が資本的支出額に対し不足する額 923,642 千円は、当年度分消費税 

 

及び地方消費税資本的収支調整額 156,539 千円、過年度分損益勘定留保 

 

資金 497,310 千円、当年度分損益勘定留保資金 269,793 千円で補塡する 

 

ものとする。）。 
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収      入 

 

第１款 資 本 的 収 入 2,095,842 千円 

 

第１項 企 業 債 1,077,300 千円 

 

第２項 交 付 金 718,700 千円 

 

第３項 他 会 計 出 資 金 153,121 千円 

 

第４項 他 会 計 負 担 金 124 千円 

 

第５項 他 会 計 補 助 金 1,308 千円 

 

第６項 受 益 者 負 担 金 638 千円 

 

第７項 工 事 負 担 金 100,800 千円 

 

第８項 貸 付 金 償 還 金 43,751 千円 

 

第９項 固 定 資 産 売 却 代 100 千円 

 

支      出 

 

第１款 資 本 的 支 出 3,019,484 千円 

 

第１項 建 設 改 良 費 1,953,256 千円 

 

第２項 企 業 債 償 還 金 1,060,178 千円 

 

第３項 貸 付 金 6,050 千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

（企業債） 

 

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次の 

 

とおりと定める。 

 

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法 

 
下 水 道 事 業 費 

 
 
下 水 道 事 業 債 
（特別措置分） 

 
 

 千円 
1,044,500  

 
  

35,000  
 

 
 

      
 普通貸借 
  又は  
登録公債 

 ％ 
10.0 
以内 

 
1 令和 9 年度から据置期
間を含め 40 年以内に毎
年元利均等その他の方法
により償還する。ただ
し、財政上の都合等によ
り定額以上を償還し、又
は本期間中に未償還額の
範囲内において借換えを
することができる。 
 
2 利率見直し方式で借り
入れる資金について、利
率の見直しがあった場合
は、当該見直し後の利率
とする。 

 

（一時借入金） 

 

第６条 一時借入金の限度額は、1,000,000 千円と定める。 

 

（予定支出の各項の経費の金額の流用）  

 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次 

 

のとおりと定める。 

 

⑴ 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

 

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費 
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の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合 

 

は、議会の議決を経なければならない。 

 

⑴ 職員給与費                   197,553 千円 

 

（他会計からの補助金） 

 

第９条 下水道事業の補助のため、一般会計からこの会計へ補助を受け 

 

   る金額は、570,897 千円である。 

 

- 27 -



- 28 -



（総　則） 　　第１項　営　業　収　益 144,309 千円

第１条　令和８年度産業廃棄物等処分事業会計の予算は、次に定めると 　　第２項　営 業 外 収 益 1,792 千円

　ころによる。

（業務の予定量） 　第１款　産業廃棄物等処分事業費用 170,652 千円

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。 　　第１項　営　業　費　用 167,557 千円

  ⑴　年間埋立処分量 38,201 ｔ 　　第２項　営 業 外 費 用 2,095 千円

　　イ　がれき類等 8,858 ｔ 　　第３項　予　　備　　費 1,000 千円

　　ロ　廃プラスチック類等 5,776 ｔ （一時借入金）

　　ハ　土　　　砂 23,567 ｔ 第４条　一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

  ⑵　一日平均埋立処分量 147 ｔ （予定支出の各項の経費の金額の流用）

　　イ　がれき類等 34 ｔ 第５条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次

　　ロ　廃プラスチック類等 22 ｔ 　のとおりと定める。

　　ハ　土　　　砂 91 ｔ   ⑴　消費税及び地方消費税に不足が生じた場合

（収益的収入及び支出） （議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 第６条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費

　の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合

　第１款　産業廃棄物等処分事業収益 146,101 千円 　は、議会の議決を経なければならない。

  ⑴　職 員 給 与 費 30,285 千円

収　　　　入

令和８年度　　小樽市産業廃棄物等処分事業会計予算

支　　　　出
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            令和８年度  小 樽 市 簡 易 水 道 事 業 会 計 予 算 

 

 

    （総 則） 

 

  第１条 令和８年度簡易水道事業会計の予算は、次に定めるところによ 

 

る。 

 

    （業務の予定量） 

 

  第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 

⑴ 給 水 事 業 所 数                       71 社 

 

⑵ 年 間 総 給 水 量                    341 千㎥  

 

⑶  一 日 平 均 給 水 量                        936 ㎥ 

 

⑷ 主要な建設改良事業の概要 
 

    イ 改 良 事 業 

 

       事 業 費                           20,400 千円 

 

    事 業 概 要      樽川配水池建築改修工事 

 

   （収益的収入及び支出） 

 

  第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

                            収 入        

 

   第１款 簡易水道事業収益                  131,247 千円 

 

    第１項 営 業 収 益                 85,495 千円 

                                                                     

     第２項 営 業 外 収 益                   45,752 千円 

                                                        

                           支     出                            

                                                                      

   第１款 簡易水道事業費用                 105,010 千円  

                                                                      

    第１項 営 業 費 用                102,102 千円  

                                                                      

    第２項 営 業 外 費 用                   1,808 千円  

                                                                     

    第３項 特 別 損 失                   100 千円 

 

    第４項 予 備 費                  1,000 千円 

 

   （資本的収入及び支出）           

 

  第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収 

 

      入額が資本的支出額に対し不足する額 14,599 千円は、当年度分消費税及 

 

び地方消費税資本的収支調整額 1,856 千円及び過年度分損益勘定留保資 

 

金 12,743 千円で補塡するものとする。）。 

 

                            収 入        

 

   第１款 資 本 的 収 入                            34,736 千円 

                                         

第１項 企 業 債                20,400 千円 

 

第２項 他 会 計 出 資 金                14,336 千円 

 

                            支 出        
 
   第１款 資 本 的 支 出                           49,335 千円 
                                     
    第１項 建 設 改 良 費                     21,332 千円 
                                     
    第２項 企 業 債 償 還 金                     28,003 千円 

 

 

- 31 -



（企業債） 

 

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次の 

 

   とおりと定める。 

 

 

起 債 の 目 的        限 度 額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法         

       

簡 易 水 道 

事 業 費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   千円 

 20,400 

        

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 普通貸借 

  又は  

 登録公債 

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 ％ 

10.0 

以内 

   

   

    

   

    

 

 

 

 

 

 

 

1 令和９年度から据置期

間を含め40年以内に毎年

元利均等その他の方法に

より償還する。ただし、

財政上の都合等により定

額以上を償還し、又は本

期間中に未償還額の範囲

内において借換えをする

ことができる。 

 

2 利率見直し方式で借り

入れる資金について、利

率の見直しがあった場合

は当該見直し後の利率と

する。 

      

 

 

（一時借入金） 

 

  第６条 一時借入金の限度額は、100,000 千円と定める。 

 

  （予定支出の各項の経費の金額の流用）  

 

  第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次 

 

   のとおりと定める。 

 

⑴   消費税及び地方消費税に不足が生じた場合 

 

  （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

 

  第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費 

 

      の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合 

 

      は、議会の議決を経なければならない。 

 

    ⑴ 職員給与費                              3,671 千円

                                

（他会計からの補助金） 

 

第９条 簡易水道事業の補助のため、一般会計からこの会計へ補助を受 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ける金額は、43,060 千円である。 
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